
2019年 8月 30日 

消費税法等の改正に伴う電気料金の改定について 

当社は、消費税法および地方税法（以下「消費税法等」といいます。）の改正に伴い、消費税および地方消費税の

税率（以下「消費税率等」といいます。）が８％から１０％へ引き上げられることを受けて、家庭用等向け電気「サ

ーラの電気」について、2019年 10月 1日より電気料金の改定を行います。 

今回の料金改定は、当該消費税等の引上げ分のみを現行の電気料金等に反映させていただくものです。本改定に

よる影響額は、ご家庭のお客さま向けの平均的なご使用状況の場合※１において、中部エリアは月額１８７円、関東

エリアは１８４円となります。 

なお、2019 年 9 月 30 日以前から継続して電気をご使用いただいているお客さまにつきましては、消費税法上の

経過措置※２の対象となるため、2019 月 11月分の電気料金から変更させていただきます。あわせて高圧および特別

高圧のお客さまにつきましても、同様に消費税率を８％から１０％へ変更させていただきます。何卒ご理解賜りま

すよう、よろしくお願い申し上げます。 

当社は、今後も総合エネルギーや生活関連サービスでお客さまの暮らしをサポートするサーラグループの一員と

して、地域のお客さまの多様なニーズに的確にお応えすることで、より信頼され必要とされる企業を目指して参り

ます。 

※１ ご家庭のお客さま向けの影響額（契約電流40A、ご使用量392kWhの場合）      （単位：円/月） 

変更後（新税率１０％） 変更前（現行税率８％） 影響額 

中部エリア １０，３９７円 １０，２１０円 １８７円 

関東エリア １０，５９４円 １０，４１０円 １８４円 

上記料金は2019年 8月分の料金として算定しています（燃料費調整額および再生可能エネルギー発電促進賦課金を含みます）。 

※２ 消費税法上の経過措置について（イメージ図） 

・2019年 9月 30日以前から継続して電気をご使用いただいているお客さまについては、2019年 10月検針日以降のご

使用分（11月分の電気料金）から新税率にもとづく電気料金を適用いたします。 

・2019年 10月 1日以降に新しく電気の使用を開始されるお客さまにつきましては、2019年 10月分から新税率にもと

づく電気料金を適用させていただきます。 

                   ＜本件に関するお問い合わせ先＞           

サーラｅエナジー株式会社 

電話：０５３２－３４－３０６０（平日9：00～17:30） 

以上

9月検針日 10月検針日 11月検針日
▲ ▲ ▲

10/1 11/1

１０月分（消費税８％） １１月分（消費税１０％）

継続してご使用いた

だいている場合

2019年10月1日以降

からご使用いただく

場合

１０月分

（消費税

１０％）
１１月分（消費税１０％）



◆料金表（料金はすべて税込み）

■中部エリア

１．基本プランＡ（中部電力 従量電灯Ｂ相当）

単位
新単価

（消費税率10%）
現行単価

（消費税率8%）

契約電流　20A 572円00銭 561円60銭

契約電流　30A 858円00銭 842円40銭

契約電流　40A 1,144円00銭 1,123円20銭

契約電流　50A 1,430円00銭 1,404円00銭

契約電流　60A 1,716円00銭 1,684円80銭

最初の120kWhまで 20円97銭 20円58銭

120kWhをこえ400kWhまで 24円31銭 23円87銭

400kWhをこえる 26円43銭 25円95銭

２．基本プランＢ（中部電力 従量電灯Ｃ相当）

単位
新単価

（消費税率10%）
現行単価

（消費税率8%）

ひと月1kVAにつき 286円00銭 280円80銭

最初の120kWhまで 21円57銭 21円18銭

120kWhをこえ400kWhまで 24円31銭 23円87銭

400kWhをこえる 26円05銭 25円57銭

３．基本プランＣ（中部電力 低圧電力相当）

単位
新単価

（消費税率10%）
現行単価

（消費税率8%）

ひと月1kWにつき 732円80銭 719円47銭

1kWhにつき 20円78銭 20円40銭

基本プランＣは、新規加入の受付を終了しております。

４．基本プランＤ（中部電力 低圧電力相当）

単位
新単価

（消費税率10%）
現行単価

（消費税率8%）

ひと月1kWにつき 915円50銭 898円85銭

1kWhにつき 15円49銭 15円21銭

1kWhにつき電力量料金

区分

電力量料金

基本料金

基本料金

区分

区分

基本料金

電力量料金

基本料金

電力量料金

ひと月につき

1kWhにつき

区分



以上

■関東エリア

１．基本プランＡ（東京電力エナジーパートナー 従量電灯Ｂ相当）

単位
新単価

（消費税率10%）
現行単価

（消費税率8%）

契約電流　20A 572円00銭 561円60銭

契約電流　30A 858円00銭 842円40銭

契約電流　40A 1,144円00銭 1,123円20銭

契約電流　50A 1,430円00銭 1,404円00銭

契約電流　60A 1,716円00銭 1,684円80銭

最初の350kWhまで 22円18銭 21円77銭

350kWhをこえる 25円44銭 24円98銭

２．基本プランＢ（東京電力エナジーパートナー 従量電灯Ｃ相当）

単位
新単価

（消費税率10%）
現行単価

（消費税率8%）

ひと月1kVAにつき 286円00銭 280円80銭

最初の350kWhまで 23円46銭 23円04銭

350kWhをこえる 25円20銭 24円74銭

３．基本プランＣ（東京電力エナジーパートナー 低圧電力相当）

単位
新単価

（消費税率10%）
現行単価

（消費税率8%）

ひと月1kWにつき 787円59銭 773円27銭

1kWhにつき 19円16銭 18円81銭

基本プランＣは、新規加入の受付を終了しております。

４．基本プランＤ（東京電力エナジーパートナー 低圧電力相当）

単位
新単価

（消費税率10%）
現行単価

（消費税率8%）

ひと月1kWにつき 910円21銭 893円66銭

1kWhにつき 15円80銭 15円51銭

■その他

ご利用明細の確認方法

単位
新単価

（消費税率10%）
現行単価

（消費税率8%）

▲55円 ▲54円

無料 無料

ひと月につき

ひと月につき
郵送

WEBのみで確認する

区分

基本料金

1kWhにつき電力量料金

区分

基本料金

電力量料金 1kWhにつき

区分

区分

基本料金

電力量料金

区分

基本料金

電力量料金


